
 
（３）水素ステーションのガソリンスタンドとの 

併設の容認 

 

１ 水素ステーションのガソリンスタンドへの併設

については、水素ステーションで事故が発生した

場合のガソリンスタンドへの影響に関する実大規

模の実験など、平成１５年度に検討・検証を行い

（平成１５年度概算要求中）、燃料電池自動車実用

化の目途とされている平成１７年初期までには所

要の安全基準を整備する予定である。 

 

２ 水素ステーションのガソリンスタンドへの併設

を認めるに当たっては、危険物保安上の検討の前提

として、ガソリンスタンドに併設されることとなる

水素ステーションの高圧ガス保安法上等の安全対

策が具体化されている必要があるが、水素ステーシ

ョンの安全対策が予定より早期に具体化されるな

らば、平成１５年度に実施する検討・検証結果を踏

まえ、平成１６年度末までの可能な限り早い時期に、

併設を可能とする所要の措置を講ずる予定である。 
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給
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た
め
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事
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